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          令和６年調布市教育委員会第６回臨時会会議録 
 
１．日     時 令和６年10月１日午前11時00分～午前11時10分（０時間10分） 
 
１．場     所 教育会館３階 301～303研修室 
 
１．出 席 委 員 教 育 長             大和田 正 治 
 
          教 育 長 職 務 代 理 者  臼 倉 美 智 
 
          委 員             榎 本 竹 伸 
 
          委 員             千 田 文 子 
 
          委 員             毛 利   勝 
 
          委         員  白 倉 代 助 
 
１．出 席 説 明 員        教 育 部 長             阿 部   光 
 
          教 育 部 次 長             髙 橋 慎 一 
 
          教 育 総 務 課 長             鈴 木 克 久 
 
          教育総務課施設担当課長  関 口 幸 司 
 
          教 育 総 務 課 副 主 幹             市 川 陽 介 
 
          教 育 総 務 課 副 主 幹             森 木 豊 和 
 
          学 務 課 長  佐 藤   龍 
 
          学 務 課 課 長 補 佐             岡 本 広 美 
 
          指導室学校教育担当課長  三 井   豊 
 
          指導室教育支援担当課長兼 
                       伊 藤 聖 子 
          教 育 相 談 所 長            
 
          指導室教育支援担当主幹 
                       平 野 良 弥 
          兼教育支援担当課長補佐 
 
          指導室統括指導主事  門 田 英 朗 
 
          指導室統括指導主事             海馬澤 一 人 
 
          指 導 室 副 主 幹             佐 藤 晋太郎 
 
          指 導 室 副 主 幹  原 田   勝 
 
          社 会 教 育 課 長             泉   健一郎 
 
          社会教育課課長補佐             小 川 香 里 
 
          東 部 公 民 館 長             丸 山 義 治 
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          西 部 公 民 館 長             福 澤   明 
 
          北 部 公 民 館 長             小 野 敏 希 
 
          図 書 館 長  服 部 聖 治 
 
          図 書 館 主 幹             海老澤 昌 子 
 
          郷 土 博 物 館 長             早 野 賢 二 
 
          郷 土 博 物 館 副 館 長             御 前 智 則 
 
１．事務局出席者        教育総務課総務係主事             陸 田 晃 生 
 
１．会議録署名委員 教 育 長             大和田 正 治 
 
          委 員             千 田 文 子 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 - 3 - 

○大和田教育長  おはようございます。ただいまから令和６年調布市教育委員会第６回

臨時会を開会いたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

○大和田教育長  日程に入る前に事務局に申しあげます。傍聴を希望する方がいらっし

ゃいましたら，随時入場させてください。――いらっしゃいませんね。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第１ 教育委員会教育長の任命について 

○大和田教育長  これより日程に入ります。初めに，日程第１，教育委員会教育長の任

命について。本件については，地方教育行政の組織及び運営に関する法律，いわゆる地教

行法第４条の規定により，本日10月１日をもちまして，私，大和田正治が調布市教育委員

会教育長の職を，市長から任命されましたことを報告いたします。 

 地教行法第13条の規定では，教育委員会の会務を教育長が総理し，教育委員会を代表と

することとされています。 

 つきましては，今後の教育委員会定例会及び臨時会について，引き続き私が議事進行を

務めさせていただきますので，よろしくお願い申しあげます。 

 それでは，再任に当たりまして，一言ごあいさつ申しあげたいと思います。改めて，よ

ろしくお願いします。 

 先ほども申しあげましたけれども，先ほど，市長から再任の辞令を頂きました。もう皆

さん御案内のとおりだと思いますけれども，調布市教育委員会は，多くの課題を抱えてお

ります。今日，新たに任命された教育委員さん並びに事務局職員と共に，よりよい調布の

教育を目指して努力してまいりますので，今後とも御協力のほど，よろしくお願い申しあ

げます。 

 以上です。 

――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第２ 令和６年調布市教育委員会第６回臨時会会議録署名委員の指名について 

○大和田教育長  次に，日程第２，令和６年調布市教育委員会第６回臨時会会議録署名

委員の指名について。本件については，調布市教育委員会会議規則第29条の規定により千

田委員を指名し，教育長の私，大和田とともに署名委員といたします。よろしくお願いい

たします。 

――――――――――― ―― ――――――――――― 
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 日程第３ 報告事項 

○大和田教育長  次に，日程第３，報告事項，教育委員会委員の任命について。鈴木教

育総務課長から報告をお願いします。鈴木教育総務課長。 

○鈴木教育総務課長  教育委員会委員の任命について御報告いたします。 

 令和６年調布市議会第３回定例会において，榎本竹伸氏及び白倉代助氏を教育委員会委

員に選任する旨の議案が議決されました。 

 このことを受けまして，本日，本委員会前に市長から榎本委員及び白倉委員に対して教

育委員会委員としての任命書が交付されました。 

 なお，榎本委員及び白倉委員の両委員の任期は，本日，令和６年10月１日から令和10年

９月30日までの４年間となります。 

 報告は以上でございます。 

○大和田教育長  以上で報告事項を終わります。 

 ここで，本日付けで教育委員会委員に再任された榎本竹伸委員と，新たに教育委員会委

員に任命された白倉代助委員から，ごあいさつをいただきたいと思います。 

 それでは，榎本委員からよろしくお願いいたします。 

○榎本委員  皆さん，こんにちは。先ほど再任の任命書を頂きました榎本竹伸でござい

ます。 

 前の４年間に引き続いてということになりますけれども，今後も調布の子どもたちのた

めに，少しでもお力になれるように尽力したいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○大和田教育長  ありがとうございました。 

 続いて，白倉委員，よろしくお願いいたします。 

○白倉委員  皆さん，おはようございます。このたび，教育委員を拝命いたしました白

倉代助と申します。 

 先ほど市長より任命書を拝受いたしまして，本当に今，身の引き締まる思いでございま

す。 

 私は，市内の小・中学校を卒業いたしました調布っ子でございます。今後，このふるさ

と調布の教育の充実，発展のために，本当に皆様と心を合わせて，全力で取り組んでまい

りたいと思いますので，どうぞよろしくお願い申しあげます。 

 以上でございます。 
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○大和田教育長  ありがとうございました。よろしくお願いいたします。 

       ――――――――――― ―― ――――――――――― 

 日程第４ 教育委員会委員の議席について 

○大和田教育長  次に，日程第４，教育委員会委員の議席について。調布市教育委員会

会議規則第５条に規定する議席については，今お座りいただいているとおりといたします。 

 以上で今臨時会に付されました案件はすべて終了いたしました。 

 これにて令和６年調布市教育委員会第６回臨時会を閉会いたします。 

  



 - 6 - 

 

 

 

 

 

          調布市教育委員会会議規則第 2 9条の                                       

          規定によりここに署名する。                               

 

             教 育 長                       

 

             委 員                       

 

 


